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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体フィルムの表面に金属蒸着電極を形成した金属化フィルムを巻回または積層して
扁平率０．７以上の扁平体に構成された金属化フィルム多層体と、この金属化フィルム多
層体の軸方向両端面に接続した電極引出し部と、前記金属化フィルムの表面における蒸着
部が複数の分割電極とヒューズ部からなる保安機構を有し、
　前記金属化フィルムの表面は、分離される状態で展開する絶縁スリットによって仕切ら
れた前記分割電極群および隣接する前記絶縁スリット間に形成された前記ヒューズ部群を
含む蒸着エリアと、前記絶縁スリット群を含む非蒸着エリアとに分けられており、
　さらに、前記蒸着エリアの合計面積に対する前記非蒸着エリアの合計面積の割合が０．
０９以下に設定され、
　前記蒸着エリアは、前記金属化フィルムの長さ方向に連続する電極部としての連続電極
領域と、前記金属化フィルムの長さ方向に沿って前記絶縁スリット配列用の間隔を置く状
態で前記分割電極群を配列する分割電極領域とからなり、かつ個々の前記分割電極が前記
ヒューズ部において前記連続電極領域に繋がっており、
　前記非蒸着エリアは、前記金属化フィルムの長さ方向に沿って前記分割電極配列用の間
隔を置く状態で複数の絶縁スリットが配列され、
　前記金属化フィルムの長さ方向に沿った前記連続電極領域と前記分割電極領域とが前記
金属化フィルムの幅方向で交互に複数組配列されているコンデンサ素子。
【請求項２】
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　前記絶縁スリットは、前記金属化フィルムの長さ方向に対して交差する方向に沿って細
長く延在する細幅長尺スリット部と、この細幅長尺スリット部の端部から隣接する細幅長
尺スリット部の端部との間で前記ヒューズ部を介在させるべく前記金属化フィルムの幅方
向に対して交差する方向に延出される細幅短尺スリット部とから構成されている請求項１
に記載のコンデンサ素子。
【請求項３】
　前記絶縁スリットは、そのパターン幅が０．３～０．５ｍｍであり、金属化フィルムの
長さ方向の単位長６０ｍｍ当たりの配列本数が１０本以下に設定されている請求項１また
は請求項２に記載のコンデンサ素子。
【請求項４】
　前記誘電体フィルムは厚さが６μｍ以上のポリプロピレンフィルムである請求項１から
請求項３までのいずれか１項に記載のコンデンサ素子。
【請求項５】
　前記誘電体フィルムは厚さが４μｍ以上のポリエチレンテレフタレートフィルムである
請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のコンデンサ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金属化フィルムの扁平な多層体に構成され、金属化フィルム上の金属蒸着電極
が保安機構（ヒューズ動作による絶縁破壊回避）を有しているコンデンサ素子に関する。
すなわち、誘電体フィルムの表面に金属蒸着電極を形成した金属化フィルムを巻回または
積層して構成された金属化フィルム多層体と、この金属化フィルム多層体の軸方向両端面
に接続した電極引出し部（メタリコン）とを有し、金属化フィルムの表面における蒸着部
が複数の分割電極とヒューズ部からなる保安機構を有しているコンデンサ素子に関する。
本発明は金属化フィルム多層体として扁平率０．７以上の扁平体に構成されたものを対象
とする。
【背景技術】
【０００２】
　産業機械用、車両用等の金属化フィルムコンデンサの素材であるコンデンサ素子は概略
次のような工程を経て作製される。すなわち、誘電体フィルムと金属蒸着電極からなる金
属化フィルムを巻回して円筒状の金属化フィルム多層体（巻回体）を構成する。次に、こ
の金属化フィルム多層体を直径方向にプレスして小判形の扁平柱状体とする。次に、この
扁平柱状体の軸方向両端に金属微粒子の溶射による電極引出し部（メタリコン）を形成し
てコンデンサ素子を得る。
【０００３】
　金属化フィルムの優れた機能に自己回復機能（セルフヒーリング）がある。それは、誘
電体フィルムの弱点部に絶縁破壊が生じたとき、放電エネルギーにより絶縁破壊部周辺の
蒸着電極が飛散することにより自動的に絶縁を回復（クリアリング）させる機能である。
しかし、高温・高電圧では絶縁破壊数が増えて自己回復機能を超えてしまう絶縁破壊とな
り、フィルム重ね合わせ方向で対向する側の金属化フィルム上の蒸着金属と導通してしま
う（ショート状態に陥る）。そこで、分割電極とヒューズ部からなる保安機構を構成した
金属化フィルムコンデンサが提唱されるようになった。
【０００４】
　金属化フィルムコンデンサにおける保安機構は対向電極の欠陥部が過電圧印加などによ
って絶縁破壊を起こしたときに安全性を確保するためのメカニズムである。保安機構は次
のように構成される。誘電体フィルム上の金属蒸着電極を複数に分割し、分割電極の集合
体とする。隣接する分割電極どうしの境界部には絶縁スリット（電界を形成しない余白部
：非蒸着部）が形成される。隣接する分割電極どうしは、絶縁スリットによる境界部で隣
接する分割電極と分割電極や連続電極部（他電極部）との間の繋ぎ部であるヒューズ部（
蒸着金属）で電気的に接続されている。対向する金属化フィルムの蒸着電極どうし間でシ
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ョート状態となり得る異常が発生すると、当該分割電極にヒューズ部を介して大きな電流
が流れ込み、そのときの発熱でヒューズ部の蒸着電極を飛散させ、ヒューズ部を溶断する
。その結果として、その分割電極を他の分割電極群から絶縁分離し、トラブルがそれ以上
進行しないようにする。このような保安機構によってコンデンサ素子のショートを防止し
、発煙、発火、破壊を未然に防止する。また、絶縁破壊箇所を含む分割電極を電気的に切
り離すので、静電容量の減少が抑制される。
【０００５】
　以上のように高い安全性が確保される保安機構付きの金属化フィルムコンデンサにあっ
ては、分割電極面積を小さくするほどヒューズ部動作による容量減少を抑制できる。しか
し、細分化し過ぎると、分割電極のエネルギー低下のためにヒューズ部動作がしにくくな
る。この現象は温度が高くなるほど顕著になる。また、分割電極面積が小さいほどヒュー
ズ部の数が増加するが、ヒューズ部は高抵抗であることから発熱量が増加し、耐電圧性能
や保安性能が低下する。そこで、金属蒸着部を〔分割電極領域〕と〔連続電極領域〕とに
分ける方式が考案された（例えば特許文献１（特開２００５－１２０８２号公報）参照）
。
【０００６】
　ところで、金属蒸着電極に保安機構を有するコンデンサ素子にあっては、蒸着エリア（
分割電極群・ヒューズ部群、連続電極領域）と非蒸着エリア（絶縁スリット群、絶縁マー
ジン）とに区画する状態で金属化フィルム上に金属蒸着によって電極を形成するに当たり
、予め非蒸着エリアにマスキングオイルを塗布しておいた上で蒸着するようにしている（
特許文献２（特開２０００－２０８３６０号公報）、特許文献３（特開２０１０－１８２
８４８号公報）参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１２０８２号公報
【特許文献２】特開２０００－２０８３６０号公報
【特許文献３】特開２０１０－１８２８４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　保安機構用の分割電極・ヒューズ部の形成に必要な絶縁スリット（非蒸着エリア）の形
成の元になるマスキングオイルは金属蒸着後に金属化フィルム上から除去するようにして
いる。しかし、微量のオイル残渣が生じることは避けがたい。ところで、金属化フィルム
コンデンサの体積効率をアップするため金属化フィルム多層体の扁平化が行われるが、扁
平率を高いものにするにはフィルムの重なり部分どうしがスムーズな相対的滑りを起こす
ことが必要である。つまり、金属化フィルム多層体の高い扁平加工性が重要である。しか
し、オイル残渣があると、重なり合うフィルムどうし間に分子間力が発生してフィルム間
の摩擦係数が増大し、フィルムの重なり部分どうしの滑りがスムーズに行われにくくなり
、コンデンサ素子の扁平加工性を阻害する。特に、近時、ユーザーからの強い要望があり
、また本発明でも対象とする扁平率０．７以上のコンデンサ素子の作製においては良好な
扁平加工性を確保するのがむずかしいものとなっている。
【０００９】
　誘電体フィルムの厚さはコンデンサ素子の耐電圧性能に関係し、要求される耐電圧性能
が高くなるほど誘電体フィルムの厚さを厚くする必要がある。また、コンデンサ素子の定
格電圧が高くなるほど非蒸着部を形成するための絶縁スリットのパターン幅を太くする必
要がある。耐電圧を高くするには絶縁スリットのパターン幅はそれ相応に太いものが必要
となる。それは次の理由による。隣接する分割電極どうしは絶縁スリットによって仕切ら
れるが、絶縁スリットのパターン幅は隣接する分割電極間で放電が発生しない太さに設定
されていなければならない。コンデンサ素子の定格電圧が高くなれば、それに応じて絶縁
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スリットのパターン幅は太いものとなる。絶縁スリットのパターンを形成するのは前述の
とおりマスキングオイルである。パターン幅が太いほどオイル残渣の量も多くなる。
【００１０】
　定格電圧の高圧化に応じた耐電圧の増大のためには、保安機構における絶縁スリットの
パターン幅の増大化が必要で、それに伴ってオイル残渣が増加し、摩擦係数が増大し、フ
ィルムの重なり部分どうしの滑りが悪化してコンデンサ素子の扁平加工性を阻害する。そ
の結果、コンデンサ素子の内部に小さな空洞であるス（鬆）が発生したり、金属化フィル
ム多層体における各層にしわ・歪が生じたり、あるいは扁平化された先巻フィルムによる
薄肉扁平巻芯部に屈折・屈曲が発生したりする。
【００１１】
　この点を図１４を用いて説明する。図１４はコンデンサ素子における金属化フィルム多
層体９の正面図である。プレスによるコンデンサ素子の扁平化の際あるいは扁平化後に、
外装フィルム５の内側にあってコンデンサ素子の大部分をなす中間部のフィルム巻回体６
の部分において、小さな空洞であるス（鬆）２１が発生し、フィルム巻回体６の巻回各層
にしわ・歪２２が生じたり、あるいは扁平化された先巻フィルムによる薄肉扁平巻芯部２
ａに屈折・屈曲２３が発生し、扁平成形性が阻害される。そして、このように扁平成形性
が阻害されると、コンデンサの耐電圧特性が低下（電圧印加時に静電容量が変化）してし
まう。また、交流電圧印加時（特に高周波時）にリプル電流（脈流）の発生によりコンデ
ンサ自体に振動を生じ、"鳴き"と称する作動音（うなり）が増大するという問題がある。
これらの問題は、体積効率向上のためにコンデンサ素子の扁平率が大きくなるにつれて次
第に厳しいものとなる。扁平率が高くなるほどフィルム重なり部分の相対滑りに抵抗が増
大し、扁平成形性に支障が出やすいからである。そして、耐電圧増強に伴う絶縁スリット
のパターン幅の増大化に起因してオイル残渣が増加するにつれて扁平成形性に支障が出や
すくなる。
【００１２】
　しかし、そうであるからといってオイル残渣を減らすべく絶縁スリットのパターン幅を
細くすれば、保安機構の発動によって他の分割電極群から絶縁分離されたはずのトラブル
対象の分割電極と隣接する分割電極との間で放電現象が発生してしまい、結局、本来の保
安機構に支障を来すことになってしまう。
【００１３】
　上記したように高い耐電圧性能を確保するためには誘電体フィルムの厚さを相応に厚く
し、絶縁スリットのパターン幅を相応に太くしておかなければならない一方で、絶縁スリ
ットのパターン幅を相応に太くすればオイル残渣が増加して扁平加工性が劣化し、ス（鬆
）、しわ・歪、屈折・屈曲の発生、耐電圧特性低下（静電容量変化）、作動音増大を招く
といった二律背反に陥る。
【００１４】
　そしてこれまでの経験に照らし合わせると、定格電圧上比較的に薄い誘電体フィルムを
用いたコンデンサ素子にあっては、上記のような矛盾は目立つものではなく、また、扁平
率が０．７より小さい金属化フィルム多層体を用いたコンデンサ素子にあっても、上記の
ような矛盾は目立つものではなかった。しかるに、近時の厳しいスペック（仕様）要求に
応えるべく、厚みを比較的に厚くした誘電体フィルムであって扁平率が０．７以上ある高
扁平な金属化フィルム多層体を用いるコンデンサ素子にあっては、上記の矛盾が無視でき
ないほどに顕現化することが分かった。
【００１５】
　本発明はこのような事情に鑑みて創作したものであり、相当に高い扁平性の要請に応え
ることが条件となっているなかで、保安機構のための絶縁スリットに関連するオイル残渣
にかかわらず、扁平加工性が良好で耐電圧特性に優れ、作動音が抑制されたコンデンサ素
子を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　本発明は、次の手段を講じることにより上記の課題を解決する。
【００１７】
　すなわち、本発明によるコンデンサ素子は、誘電体フィルムの表面に金属蒸着電極を形
成した金属化フィルムを巻回または積層して扁平率０．７以上の扁平体に構成された金属
化フィルム多層体と、この金属化フィルム多層体の軸方向両端面に接続した電極引出し部
と、前記金属化フィルムの表面における蒸着部が複数の分割電極とヒューズ部からなる保
安機構を有し、前記金属化フィルムの表面は、分離される状態で展開する絶縁スリットに
よって仕切られた前記分割電極群および隣接する前記絶縁スリット間に形成された前記ヒ
ューズ部群を含む蒸着エリアと、前記絶縁スリット群を含む非蒸着エリアとに分けられて
おり、さらに、前記蒸着エリアの合計面積に対する前記非蒸着エリアの合計面積の割合が
０．０９以下に設定され、
　前記蒸着エリアは、前記金属化フィルムの長さ方向に連続する電極部としての連続電極
領域と、前記金属化フィルムの長さ方向に沿って前記絶縁スリット配列用の間隔を置く状
態で前記分割電極群を配列する分割電極領域とからなり、かつ個々の前記分割電極が前記
ヒューズ部において前記連続電極領域に繋がっており、
　前記非蒸着エリアは、前記金属化フィルムの長さ方向に沿って前記分割電極配列用の間
隔を置く状態で複数の絶縁スリットが配列され、
　前記金属化フィルムの長さ方向に沿った前記連続電極領域と前記分割電極領域とが前記
金属化フィルムの幅方向で交互に複数組配列されていることを特徴としている。
【００１８】
　ここで、蒸着エリアの合計面積に対する非蒸着エリアの合計面積の割合とは、〔非蒸着
エリアの合計面積〕／〔蒸着エリアの合計面積〕で定義されるもので、その略称としては
「非蒸着面積割合」を用いることとする。
【００１９】
　金属化フィルムの表面は蒸着エリアと非蒸着エリアとに分かれている。蒸着エリアにつ
いては、少なくとも分割電極群とヒューズ部群を含み、コンデンサ素子の形式によっては
、フィルムの長さ方向に沿って延在する単数または複数の連続電極領域も含むことがある
。ここで扁平体である金属化フィルム多層体の扁平率を０．７以上とするのは、所要の高
い体積効率を確保したいとの要請に
応ずるべく扁平性を充分に高くすることを意味している。
【００２０】
　以上のような要件を前提として有するコンデンサ素子について、本発明では蒸着エリア
の合計面積に対する非蒸着エリアの合計面積の割合である非蒸着面積割合を０．０９以下
に設定したことを特徴としている。０．０９以下の非蒸着面積割合ゆえに、相当に高い扁
平性の要請に応えることが条件となっているなかで、保安機構のための絶縁スリットに関
連するオイル残渣の発生が避けがたいにもかかわらず、そのオイル残渣の量をコンデンサ
素子の扁平加工性・耐電圧特性に支障を来さない程度まで充分に減らすことができる。
　また、連続電極領域はフィルム長さ方向に沿って連続する状態で展開される金属蒸着電
極の領域であり、金属化フィルム多層体の軸方向端面の電極引出し部（メタリコン）に対
して電気的に接続されるべくフィルム側縁に沿った第１の連続電極領域と、金属化フィル
ムの側縁に対しては臨むことなくフィルム幅方向での中間位置（非側縁位置）でフィルム
長さ方向に展開する単数または複数の第２の連続電極領域との組み合わせとなっている。
分割電極領域はフィルム幅方向で連続電極領域に隣接し、かつ並行する状態で展開されて
いる。第１の連続電極領域と第２の連続電極領域を区別しないときはいずれも単に連続電
極領域と呼ぶことにして、この連続電極領域と分割電極領域とを並行に隣接させる状態で
交互に配列したものとなっている。
　連続電極領域と分割電極領域とをフィルム幅方向で交互に配列する理由は次のとおりで
ある。重ね合わされた上下一対の金属化フィルムにおいて、例えば上側の金属化フィルム
での配列が幅方向の一側から他側にかけて〔連続電極領域〕、〔分割電極領域〕、〔連続
電極領域〕、〔分割電極領域〕の順になっているとすると、下側の金属化フィルムでの配
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列は上記とは逆の〔分割電極領域〕、〔連続電極領域〕、〔分割電極領域〕、〔連続電極
領域〕の順となる。上下方向での対向関係を示すと、上側〔連続電極領域〕：下側〔分割
電極領域〕の対向、上側〔分割電極領域〕：下側〔連続電極領域〕の対向、上側〔連続電
極領域〕：下側〔分割電極領域〕の対向、上側〔分割電極領域〕：下側〔連続電極領域〕
のような対向関係が生じている。なお、上側〔分割電極領域〕：下側〔分割電極領域〕の
対向関係も生じ得るが、それはここでの議論の対象とはしない。いずれにしても、〔連続
電極領域〕と〔分割電極領域〕との対向関係が生じているが、いま、〔連続電極領域〕に
おいて金属化フィルムの自己回復能力を超えた絶縁破壊が生じたとする。つまり、上下方
向で〔連続電極領域〕と〔分割電極領域〕との間の電気的導通が生じたとして、〔分割電
極領域〕に存在するある分割電極に対して同一フィルム面内の〔連続電極領域〕からヒュ
ーズ部を介して電流が流れ込む。そしてそのヒューズ部が動作して蒸着電極が飛散する結
果、当該分割電極を他の分割電極から切り離すことになる。これにより、前記の絶縁破壊
・電気的導通の発生にかかわらず、最初に絶縁破壊を起こした〔連続電極領域〕における
対向蒸着電極間の絶縁を自動的に回復し（ショートを回避し）、コンデンサとしての機能
を維持する。これが連続電極領域と分割電極領域とをフィルム幅方向で交互に配列する理
由である。
　従来、このような連続電極領域・分割電極領域の並列配列方式のコンデンサ素子におい
て、非蒸着面積割合（＝非蒸着エリア合計面積／蒸着エリア合計面積）が扁平加工性・耐
電圧特性に与える影響について考察がなされておらず、それが要因となって絶縁スリット
に関連するオイル残渣の量がコンデンサ素子の扁平加工性・耐電圧特性上の限度を超える
こととなっていた。しかるに、本発明の上記の態様によれば、連続電極領域・分割電極領
域の並列配列方式のコンデンサ素子において、その発生が避けがたいオイル残渣の量につ
き扁平加工性・耐電圧特性に支障を来さない程度まで少なくして、扁平加工性だけでなく
耐電圧特性も優れたものにすることが可能となった（詳しくは、後述する実施例で説明す
る。）。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、相当に高い扁平性の要請に応えることが条件となっているなかで、保
安機構のための絶縁スリットに関連するオイル残渣にかかわらず、扁平加工性が良好で耐
電圧特性に優れ、作動音が抑制されたコンデンサ素子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例のコンデンサ素子における金属化フィルムの一部を切り取って示
す平面図（ａ）、図１（ａ）におけるII－II線での断面図（ｂ）、III－III線での断面図
（ｃ）
【図２】本発明の実施例のコンデンサ素子における重ね合わされた２シートの金属化フィ
ルムを示す平面図（ａ）、図２（ａ）におけるII－II線での断面図（ｂ）
【図３】本発明の実施例のコンデンサ素子における分割電極と絶縁スリットの詳細を示す
拡大平面図
【図４】本発明の実施例のコンデンサ素子の保安機構を説明する斜視図
【図５】本発明の実施例のコンデンサ素子における２シート重ねの金属化フィルムの巻回
の様子を示す斜視図
【図６】本発明の実施例のコンデンサ素子における金属化フィルム多層体の正面図（ａ）
、薄肉扁平巻芯部の正面図（ｂ）
【図７】本発明の実施例のコンデンサ素子の斜視図
【図８】本発明の実施例のコンデンサ素子の製造過程を示す正面図
【図９】本発明の実施例のコンデンサ素子の製造過程を示す正面図
【図１０】本発明の実施例のコンデンサ素子の静電容量変化率による耐電圧試験結果の図
【図１１】本発明の実施例のコンデンサ素子と比較例のコンデンサ素子における金属化フ
ィルムの一部を切り取って示す平面図
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【図１２】本発明の別の実施例のコンデンサ素子における金属化フィルムの一部を切り取
って示す平面図
【図１３】本発明のさらに別の実施例のコンデンサ素子における金属化フィルムの一部を
切り取って示す平面図
【図１４】コンデンサ素子における金属化フィルム多層体の正面図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　上記構成の本発明のコンデンサ素子には、次のようないくつかの好ましい態様がある。
【００３０】
　前記の絶縁スリットについては、金属化フィルムの長さ方向に対して交差する方向に沿
って細長く延在する細幅長尺スリット部と、この細幅長尺スリット部の端部から隣接する
細幅長尺スリット部の端部との間でヒューズ部を介在させるべく金属化フィルムの幅方向
に対して交差する方向に延出される細幅短尺スリット部とから構成されている態様のもの
が好ましい。この態様における絶縁スリットは直線状スリット部と細幅短尺スリット部と
を構成要素としている。
【００３１】
　「金属化フィルムの長さ方向に対して交差する方向」について、典型的にはフィルム幅
方向（フィルム長さ方向に対する直角方向）であるが、広くはフィルム幅方向に対してあ
る角度をもって斜交する方向であってもよきものとする。同様に、「金属化フィルムの幅
方向に対して交差する方向」について、典型的にはフィルム長さ方向（フィルム幅方向に
対する直角方向）であるが、広くはフィルム長さ方向に対してある角度をもって斜交する
方向であってもよきものとする。
【００３２】
　直線状スリット部の方向と細幅短尺スリット部の方向とは交差するが、その交差の角度
については直角であってもよいし、直角以外の任意の角度であってもよい。この交差の角
度が直角の場合は、絶縁スリットの形状は典型的には「Ｉ字形」または「Ｔ字形」で、分
割電極の形状は典型的には矩形（直角四辺形：正方形および長方形）となり、また、交差
の角度が直角以外の場合は、絶縁スリットの形状は典型的には「ミュラー・リヤー形（所
定長さの線分の両端に内向きの矢羽根を有する形状）」で、分割電極の形状は典型的には
六角形となる。
【００３３】
　また、前記の絶縁スリットについては、そのパターン幅を０．３～０．５ｍｍとし、金
属化フィルムの長さ方向の単位長６０ｍｍ当たりの配列本数を１０本以下に設定する態様
が好ましい。
【００３４】
　実験によれば、保安機構付きで連続電極領域と分割電極領域とが並行配列されるコンデ
ンサ素子について、絶縁スリットのパターン幅を０．３～０．５ｍｍとし、フィルム長さ
方向で単位長６０ｍｍ当たり配列本数を１０本以下にすれば、オイル残渣が充分に削減さ
れ、扁平加工性・耐電圧特性に支障を来さない状態で扁平率０．７以上の高扁平な扁平体
に形成できることが分かった。
【００３５】
　前記の誘電体フィルムについては、厚さが６μｍ以上のポリプロピレンフィルムとする
のが好ましい１態様である。また、厚さが４μｍ以上のポリエチレンテレフタレートフィ
ルムとするのも好ましい１態様である。いずれにしても、フィルム厚さを上記のように設
定するのは、コンデンサ素子が使用する定格電圧に関してそれ相応の耐電圧性能を確保す
るためである。
【００３６】
　以上のように使用定格電圧相応の耐電圧性能を確保しようとすると、従来、絶縁スリッ
トのパターン幅が太くなってマスキングオイルの残渣量が増加する傾向となっていたが、
本発明では連続電極領域と分割電極領域との並行配列構成とし、かつ非蒸着面積割合を０
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．０９以下とすることにより、オイル残渣を効果的に削減して、扁平加工性・耐電圧特性
を良好化することが可能となる。
【実施例】
【００３７】
　以下、本発明にかかわるコンデンサ素子の実施例を図面を参照して説明する。まず、コ
ンデンサ素子の概要を図６～図９を用いて説明する。図６（ａ）は金属化フィルム多層体
９の正面図、図６（ｂ）は薄肉扁平巻芯部２ａの正面図、図７はコンデンサ素子Ｃの斜視
図、図８（ａ），（ｂ），（ｃ）および図９（ａ），（ｂ），（ｃ）はコンデンサ素子Ｃ
の製造過程を示す正面図である。これらの図において、１は先巻用フィルム、２は巻芯、
２ａは薄肉扁平巻芯部、３は金属化フィルム、４は金属化フィルム巻回体、５は外装フィ
ルム、６は複合フィルム巻回体、７は熱溶着箇所、８はシールヒータ、９は金属化フィル
ム多層体、９ａは金属化フィルム多層体９における長径方向に沿った平坦面部、９ｂは金
属化フィルム多層体９の幅方向両側の円弧状曲面部、１０は電極引出し部（メタリコン）
、Ｃはコンデンサ素子である。
【００３８】
　図６および図７に示す薄肉扁平巻芯部２ａは元は図８（ａ）に示す円筒状の巻芯２であ
ったものが図９（ａ），（ｂ），（ｃ）の過程で扁平化されたものであり、図６（ｂ）に
示すようにプラスチックフィルムの重ね巻きの薄肉な扁平体とされたものである。図８（
ｂ）に示す金属化フィルム３は誘電体フィルムの片面に金属蒸着電極を形成したもので、
これが巻芯２の外周部で多重に巻回されて金属化フィルム巻回体４が構成されている。誘
電体フィルムの片面に金属蒸着電極を形成した金属化フィルム３は２シート重ねの状態で
巻回されている（３Ｕ，３Ｌ。詳しくは後述する）。図６、図７に示す金属化フィルム巻
回体４は細長小判状の扁平体に成形されているが、元は図８（ｂ），（ｃ）に示すように
、円筒状の巻芯２の外周部に２シート重ねの金属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）を多重に巻
回したもので、図９（ａ），（ｂ），（ｃ）の過程で扁平化されたものである。外装フィ
ルム５は金属化フィルム巻回体４の外周部に多重に巻回されたもので、図６、図７の状態
では細長小判状の扁平体をなしている。巻芯２（薄肉扁平巻芯部２ａ）とその外周の金属
化フィルム巻回体４とさらにその外周の外装フィルム５とで複合フィルム巻回体６が構成
されている。複合フィルム巻回体６においては、図８（ｃ）の過程でシールヒータ８によ
って外装フィルム５の巻き終わりの複数箇所が熱溶着されている。この熱溶着は外装フィ
ルム５をそれ自身の重なり部分どうしで巻回固定するもので、複数の熱溶着箇所７は細長
小判状の複合フィルム巻回体６すなわち金属化フィルム多層体９の周方向で等間隔を隔て
て均等に配置されている。細長小判状の金属化フィルム多層体９は、上下方向で対向する
長径方向に沿った平坦面部９ａ，９ａと幅方向両側の２つの円弧状曲面部９ｂ，９ｂから
なるが、複数の熱溶着箇所７は上下の平坦面部９ａ，９ａの中央位置に配置されるのが好
ましい。
【００３９】
　細長小判状の金属化フィルム多層体９は図９（ａ），（ｂ），（ｃ）の過程で複合フィ
ルム巻回体６に対するプレスによって扁平加工されたものである。この金属化フィルム多
層体９は、その扁平率が０．７以上となる条件下で扁平加工される。
【００４０】
　以上のようにして得られた細長小判状の金属化フィルム多層体９は、図７に示すように
、その軸方向両端に電極引出し部（メタリコン）１０，１０が形成され、高扁平のコンデ
ンサ素子Ｃが得られる。
【００４１】
　次に、図８および図９を用いて製造の過程を説明する。図８（ａ）～（ｃ）と図９（ａ
）～（ｃ）は製造過程の一連の流れを示す。
【００４２】
　図８（ａ）に示すように、先巻用フィルム１を多重に巻回することにより薄肉円筒状の
巻芯２を作製する。次に、図８（ｂ）に示すように、巻芯２の外周に対して２シート重ね
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の金属化フィルム３を多重に巻回することにより、厚肉円筒状の金属化フィルム巻回体４
を作製する。金属化フィルム３はポリプロピレン（ＰＰ）やポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）などの誘電体フィルムの片面に金属蒸着電極を形成したものであり、これの２
シートを重ね合わせた状態で巻回される（詳しくは後述する）。金属化フィルム巻回体４
はコンデンサ素子Ｃの主部を形成する。
【００４３】
　次に、図８（ｃ）に示すように、金属化フィルム巻回体４に対して外装フィルム５を多
重に巻回することにより厚肉円筒状の複合フィルム巻回体６を作製する。外装フィルム５
はコンデンサ素子Ｃの保護機能を有する。複合フィルム巻回体６は巻芯２と金属化フィル
ム巻回体４と外装フィルム５との複合体である。
【００４４】
　次に、図９（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、プレス加工により複合フィルム巻回
体６に対して直径方向両側から中心軸の方向に向かう押圧力を加え、複合フィルム巻回体
６を扁平成形する。図９（ａ）→図９（ｂ）→図９（ｃ）のようにプレスによる加圧成形
が進むにつれて複合フィルム巻回体６の扁平率が次第に大きくなり、細長い小判状の金属
化フィルム多層体９が得られる（図９（ｃ）参照）。この金属化フィルム多層体９は加圧
成形巻回体であるとも言える。プレスによる加圧成形は、仕上げられた金属化フィルム多
層体９において、その扁平率が０．７以上となるように行われる。
【００４５】
　次に、金属化フィルム３における金属蒸着のパターンについて図１～図５を用いて詳し
く説明する。
【００４６】
　図１（ａ）は金属化フィルム３の一部を切り取って示す平面図、図１（ｂ）は図１（ａ
）におけるII－II線での断面図、図１（ｃ）は図１（ａ）におけるIII－III線での断面図
である。図２（ａ）は重ね合わされた２シートの金属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）を示す
平面図、図２（ｂ）は図２（ａ）におけるII－II線での断面図、図３は分割電極１５と絶
縁スリット１４の詳細を示す拡大平面図、図４は保安機構を説明する斜視図、図５は２シ
ート重ねの金属化フィルム３Ｕ，３Ｌの巻回の様子を示す斜視図である。
【００４７】
　これらの図において、Ｘは金属化フィルム３の長さ方向、Ｙは幅方向である。図１（ｂ
）に示すように、金属化フィルム３は誘電体フィルム１１の表面に金属蒸着電極１２を形
成したものである。その金属化フィルム３の表面は図１（ａ）に示すように、金属蒸着電
極１２が形成された蒸着エリアＡと金属蒸着電極１２が形成されていない非蒸着エリアＢ
とに分かれている。蒸着エリアＡは図１（ａ）においてハッチングを施した領域であり、
非蒸着エリアＢはハッチングを施していない白抜きのＩ字形およびＴ字形の絶縁スリット
１４群ならびに絶縁マージン１８の領域である。蒸着エリアＡは金属化フィルム３の全面
において絶縁スリット１４群および絶縁マージン１８を除くエリアになる。
【００４８】
　別の観点から見ると、金属化フィルム３における蒸着エリアＡは連続電極領域Ａ１と分
割電極領域Ａ２とに分かれている。連続電極領域Ａ１はフィルム長さ方向Ｘに沿って連続
する状態で展開される金属蒸着電極の領域であり、分割電極領域Ａ２はフィルム幅方向Ｙ
で連続電極領域Ａ１に隣接し、かつ並行する状態でフィルム長さ方向Ｘで一定間隔置きに
分断された状態に展開された領域である。このようなフィルム長さ方向Ｘに沿った連続電
極領域Ａ１と分割電極領域Ａ２とがフィルム幅方向Ｙで交互に複数組（図示例では３組、
合計６本）配列されている。連続電極領域Ａ１には１列目を形成する第１の連続電極領域
Ａ１ａと２列目および３列目を形成する第２の連続電極領域Ａ１ｂ，Ａ１ｃとがある。１
列目を形成する第１の連続電極領域Ａ１ａはフィルム幅方向Ｙの一端寄り（図１で＋Ｙ側
）に位置し、金属化フィルム多層体９の電極引出し部（メタリコン）１０に対して電気的
に接続されるべきフィルム側縁に沿う連続領域である。２列目および３列目を形成する第
２の連続電極領域Ａ１ｂ，Ａ１ｃは金属化フィルム３の側縁に対しては臨むことなくフィ
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ルム幅方向Ｙでの中間位置（非側縁位置）でフィルム長さ方向Ｘに展開する連続領域であ
る。１列目を形成する第１の連続電極領域Ａ１ａではフィルム端縁に沿って蒸着金属の厚
さが他の領域よりも厚いヘビーエッジ部１３が形成されている。
【００４９】
　分割電極領域Ａ２（Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃ）はフィルム長さ方向Ｘで一定間隔を置い
て分散配置されたフィルム幅方向Ｙに細長い多数の絶縁スリット１４によってフィルム長
さ方向Ｘで分断配置された多数の分割電極１５の集合として構成されている。分割電極１
５と絶縁スリット１４の詳細を示す図３のように、個々の分割電極１５の形状は長方形と
なっている（ハッチング参照）。絶縁スリット１４は形状的な構造をもち、フィルム幅方
向Ｙに沿って細長く延在する細幅長尺スリット部１４ａと、この細幅長尺スリット部１４
ａの端部から隣接する細幅長尺スリット部１４ａの端部との間でヒューズ部１６（灰色の
塗りつぶし参照）を介在させるべくフィルム長さ方向Ｘに延出される細幅短尺スリット部
１４ｂとから構成されている。分割電極１５群とヒューズ部１６群との構成をもって保安
機構１７が形成されている。
【００５０】
　１列目と２列目の分割電極領域Ａ２ａ，Ａ２ｂにおいては、絶縁スリット１４は細幅長
尺スリット部１４ａとその両端でフィルム長さ方向Ｘの両側に延びる細幅短尺スリット部
１４ｂ，１４ｂから構成され、全体として「Ｉ字形」となっている（図３の上段参照）。
３列目の分割電極領域Ａ２ｃにおいては、絶縁スリット１４は細幅長尺スリット部１４ａ
とその一端のみでフィルム長さ方向Ｘの両側に延びる細幅短尺スリット部１４ｂから構成
され、全体として「Ｔ字形」となっている（図３の下段参照）。金属化フィルム３のフィ
ルム幅方向Ｙにおける一側（図の上側）の側縁は金属化フィルム多層体９の軸方向（フィ
ルム幅方向Ｙ）の一端面に金属溶射によって接続することとなる電極引出し部（メタリコ
ン）１０に対して電気的に接続される。これに対して、金属化フィルム３のフィルム幅方
向Ｙにおける他側（図の下側）の側縁は同様の電極引出し部１０に対しては電気的に接続
されない。もし、金属化フィルム３の両側縁とも電極引出し部に接続されるとなると、重
ね合わせ方向で対向する２枚一対の金属化フィルム３Ｕ，３Ｌ間がショートしてしまうこ
とになって、これは避けなければならない。これを保障するのが絶縁マージン１８であり
、電極引出し部１０に対して電気的に接続されない側つまり図示例では金属化フィルム３
の下側の側縁に沿ってフィルム長さ方向Ｘに連続して展開される非蒸着エリアＢとなって
いる。そして、３列目の「Ｔ字形」の絶縁スリット１４（非蒸着エリア）はその細幅長尺
スリット部１４ａの他端側（細幅短尺スリット部１４ｂのない側）が絶縁マージン１８（
非蒸着エリア）に繋がっている。
【００５１】
　上記のように構成された金属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）を２シート用意する。図２に
示すように、金属化フィルム３Ｕに対して金属化フィルム３Ｌを１８０°反転した状態で
上下２層に重ね合わせる。上層の金属化フィルム３Ｕにおいては、フィルム幅方向Ｙのプ
ラス側（＋Ｙ）からマイナス側（－Ｙ）にかけて、１列目の連続電極領域Ａ１ａ、１列目
の分割電極領域Ａ２ａ、２列目の連続電極領域Ａ１ｂ、２列目の分割電極領域Ａ２ｂ、３
列目の連続電極領域Ａ１ｃ、３列目の分割電極領域Ａ２ｃ、絶縁マージン１８の順で並行
している。下層の金属化フィルム３Ｌにおいては、上層の金属化フィルム３Ｕとはフィル
ム幅方向Ｙでの順序が逆で、フィルム幅方向Ｙのマイナス側（－Ｙ）からプラス側（＋Ｙ
）にかけて、１列目の連続電極領域Ａ１ａ、１列目の分割電極領域Ａ２ａ、２列目の連続
電極領域Ａ１ｂ、２列目の分割電極領域Ａ２ｂ、３列目の連続電極領域Ａ１ｃ、３列目の
分割電極領域Ａ２ｃ、絶縁マージン１８の順で並行している。
【００５２】
　上層の金属化フィルム３Ｕの側縁に沿う１列目の連続電極領域Ａ１ａに対し、その直下
に下層の金属化フィルム３Ｌの３列目の分割電極領域Ａ２ｃと絶縁マージン１８とが重ね
合わせ方向で対向する。上層の金属化フィルム３Ｕにおける２列目および３列目の連続電
極領域Ａ１ｂ，Ａ１ｃはそれぞれ下層の金属化フィルム３Ｌにおける２列目および１列目
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の分割電極領域Ａ２ｂ，Ａ２ａに対向している。また、上層の金属化フィルム３Ｕにおけ
る１列目、２列目および３列目の分割電極領域Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃはそれぞれ下層の
金属化フィルム３Ｌにおける３列目、２列目および１列目の連続電極領域Ａ１ｃ，Ａ１ｂ
，Ａ１ａに対向している。上層の金属化フィルム３Ｕの絶縁マージン１８に対し、その直
下に下層の金属化フィルム３Ｌの側縁の１列目の連続電極領域Ａ１ａが重ね合わせ方向で
対向している。
【００５３】
　上記の重ね合わせ方向の対向関係は上層の金属化フィルム３Ｕを起点として説明したも
のであるが、下層の金属化フィルム３Ｌを起点として重ね合わせ方向の対向関係を説明し
ても全く同様の説明となる。端的に言うと、一方の金属化フィルムにおける分割電極領域
は他方の金属化フィルムにおける連続電極領域に対し重ね合わせ方向で対向しているとい
うことである。
【００５４】
　図３に示すように、金属化フィルム３の表面における蒸着部は複数の分割電極１５とヒ
ューズ部１６からなる保安機構１７を有している。金属化フィルム３の表面は、分離され
る状態で展開する絶縁スリット１４（細幅長尺スリット部１４ａと細幅短尺スリット部１
４ｂ）によって仕切られた分割電極１５群およびヒューズ部１６群、さらに連続電極領域
Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ１ｃ）を含む蒸着エリアＡと、絶縁スリット１４群および絶縁
マージン１８を含む非蒸着エリアＢとに分けられている。そして、蒸着エリアＡの合計面
積ＳA に対する非蒸着エリアＢの合計面積ＳB の割合すなわち非蒸着面積割合γが０．０
９またはそれ以下に設定されている。つまり、
　非蒸着面積割合γ＝非蒸着エリアの合計面積ＳB ／蒸着エリアの合計面積ＳA ≦０．０
９
としている。なお、金属化フィルム３の全面積（蒸着エリアＡと非蒸着エリアＢの合計面
積（ＳA ＋ＳB ））に対する非蒸着エリアの合計面積ＳB の比で捉えると、９／（１００
＋９）＝０．０８２５であるから、
　非蒸着面積比＝非蒸着エリアの合計面積／全エリア面積≦０．０８２５
という不等式と等価になる。
【００５５】
　以上のように非蒸着面積割合γを０．０９以下に設定した点に本発明のポイントが現れ
ている。
【００５６】
　上記のように構成された２シートの上層の金属化フィルム３Ｕと下層の金属化フィルム
３Ｌとを上記のように重ね合わせた状態で図５、図８（ｂ）のように巻回する。あとは、
図８、図９で説明したようにして、図６、図７に示すようなコンデンサ素子Ｃを得る。
【００５７】
　このコンデンサ素子Ｃは、誘電体フィルム１１の表面に金属蒸着電極１２を形成した金
属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）を巻回（または積層）して扁平率０．７以上の扁平体に構
成された金属化フィルム多層体９と、この金属化フィルム多層体９の軸方向両端面に接続
した電極引出し部（メタリコン）１０，１０とを有し、金属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）
の表面における蒸着部が分割電極１５とヒューズ部１６からなる保安機構１７を有し、金
属化フィルム３（３Ｕ，３Ｌ）の表面は、分離される状態で展開する絶縁スリット１４に
よって仕切られた分割電極１５群およびヒューズ部１６群を含む蒸着エリアＡ（連続電極
領域Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ１ｃ）と分割電極領域Ａ２（Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃ））
と、絶縁スリット１４群を含む非蒸着エリアＢ（絶縁スリット１４群と絶縁マージン１８
）とに分けられており、さらに、蒸着エリアＡの合計面積ＳA に対する非蒸着エリアＢの
合計面積ＳB の割合である非蒸着面積割合γが０．０９以下に設定されている。
【００５８】
　また、蒸着エリアＡは、金属化フィルム３の長さ方向Ｘに連続する電極部としての連続
電極領域Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ１ｃ）と、分割電極１５群を金属化フィルム３の長さ
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方向Ｘに沿って配列する分割電極領域Ａ２（Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃ）からなり、かつ個
々の分割電極１５がヒューズ部１６において連続電極領域Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ１ｃ
）に繋がっており、非蒸着エリアＢは、金属化フィルム３の長さ方向Ｘに沿って分割電極
１５の配列用の間隔を置く状態で複数の絶縁スリット１４が配列されている。
【００５９】
　また、金属化フィルム３の長さ方向Ｘに沿った連続電極領域Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ
１ｃ）と分割電極領域Ａ２（Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃ）とが金属化フィルム３の幅方向Ｙ
で交互に複数組配列されている。
【００６０】
　また、絶縁スリット１４は、金属化フィルム３の長さ方向Ｘに対して交差する方向に沿
って細長く延在する細幅長尺スリット部１４ａと、この細幅長尺スリット部１４ａの端部
から隣接する細幅長尺スリット部１４ａの端部との間でヒューズ部１６を介在させるべく
金属化フィルム３の幅方向Ｙに対して交差する方向に延出される細幅短尺スリット部１４
ｂ，１４ｂとから構成されている。
【００６１】
　寸法関係の一例を示すと、次のようなものを挙げることができる。
【００６２】
　まず、図７に示すコンデンサ素子Ｃの長径方向の寸法ａと短径方向の寸法ｂとの関係で
あるが、扁平率（flattening）は、ｆ＝（ａ－ｂ）／ａ＝１－（ｂ／ａ）で表される（ａ
，ｂは図６参照）ので、例えばａ＝１５０ｍｍとして、扁平率ｆ≧０．７とするには、ｂ
≦４５ｍｍとする。
【００６３】
　フィルム幅方向Ｙの寸法ｃ＝１００ｍｍとして、連続電極領域Ａ１の幅については、１
列目の連続電極領域Ａ１ａが１３～１７ｍｍ、２列目の連続電極領域Ａ１ｂが６～１０ｍ
ｍ、３列目の連続電極領域Ａ１ｃが６～１０ｍｍとし、絶縁マージン１８の幅は２～５ｍ
ｍとする。絶縁スリット１４の長さについては、１列目が２２～２６ｍｍ、２列目が２０
～２４ｍｍ、３列目が１８～２２ｍｍとし、フィルム長さ方向Ｘで隣接する絶縁スリット
１４，１４のピッチは５．７～６．３ｍｍとする。絶縁スリット１４のパターン幅は０．
３～０．５ｍｍとする。フィルム長さ方向Ｘにおける絶縁スリット１４の配列密度につい
ては、単位長を６０ｍｍとして、単位長当たり１０本以下とする。この本数を比較的に少
なめに設定したことが本発明の１つのポイントとなっている。
【００６４】
　そして、以上のような寸法関係のなかで、蒸着エリアＡの合計面積ＳA に対する非蒸着
エリアＢの合計面積ＳB の割合である非蒸着面積割合γを０．０９以下に設定する。ここ
で、金属化フィルム３の全面積から３列分の絶縁スリット１４群の全面積と絶縁マージン
１８との全面積を差し引いたものを蒸着エリアＡの合計面積ＳA とする。この蒸着エリア
Ａには、１列目の連続電極領域Ａ１ａ、２列目の連続電極領域Ａ１ｂ、３列目の連続電極
領域Ａ１ｃ、１列目の分割電極領域Ａ２ａ、２列目の分割電極領域Ａ２ｂ、３列目の分割
電極領域Ａ２ｃ、そしてすべてのヒューズ部１６が含まれている。蒸着エリアＡには絶縁
スリット１４群と絶縁マージン１８とは含まれない。絶縁スリット１４群と絶縁マージン
１８とは非蒸着エリアＢを構成する。非蒸着エリアＢを構成するのは絶縁スリット１４群
と絶縁マージン１８のみである。
【００６５】
　誘電体フィルム１１の材質をポリプロピレンとするときに定格電圧の関係からフィルム
厚さを６μｍかそれ以上とし、また所望の体積効率の関係から扁平率を０．７またはそれ
以上とする厳しい条件において、所望の高品質の扁平加工性と耐電圧特性を得るための要
件は前述のとおり非蒸着面積割合γ（＝非蒸着エリア合計面積ＳB ／蒸着エリア合計面積
ＳA ）を０．０９またはそれ以下に設定することであるが、具体的には上述したような寸
法関係のもとで、フィルム長さ方向Ｘにおける絶縁スリット１４の配列密度関係において
、単位長（６０ｍｍ）当たり１０本以下とすればよいということである。
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【００６６】
　試験前後の静電容量の変化量（ΔＣａｐ）を
　ΔＣａｐ＝｛（試験後静電容量－初期静電容量）／初期静電容量｝×１００
と定義して、扁平率ｆと非蒸着面積割合γとの組み合わせを変えた複数の供試体（テスト
サンプル）について静電容量変化率ΔＣａｐ（％）を調べ、絶対値で５％以内を良好（○
）、５％超を不良（×）とした（静電容量は減少するので、ΔＣａｐはマイナス値となる
）。図１０に耐電圧試験結果を示す。
【００６７】
　誘電体フィルムとして厚さ６．０μｍのＰＰ（ポリプロピレン）を用いて試料を作製し
、耐電圧試験は、試験電圧２４７５ＶＤＣ、試験時間１分間、周囲温度常温の条件で試料
に電圧を印加することで実施した。電圧印加前後の静電容量を測定し、その静電容量変化
率ΔＣａｐを求めた。
【００６８】
　この試験結果によって、本発明では扁平率を０．７以上で非蒸着面積割合を０．０９以
下と規定した。
【００６９】
　ちなみに、図１１（ｂ）は比較例を示す。図１１（ａ）は比較対照のため図１（ａ）を
再掲したものである。比較例において、フィルム幅方向Ｙの寸法ｃ＝１００ｍｍ、１列目
の連続電極領域Ａ１ａの幅１７．５ｍｍ、２列目の連続電極領域Ａ１ｂの幅１３．５ｍｍ
、絶縁マージン１８の幅は３ｍｍ、絶縁スリット１４の長さが１列目３９ｍｍ、２列目２
７ｍｍ、絶縁スリット１４のピッチ３ｍｍ、絶縁スリット１４のパターン幅０．４ｍｍで
、フィルム長さ方向Ｘにおける絶縁スリット１４の配列密度は単位長（６０ｍｍ）当たり
１４本である。この比較例における非蒸着面積割合γ（＝非蒸着エリア合計面積／蒸着エ
リア合計面積）は０．０９５である。
【００７０】
　本発明実施例と比較例との対比において特に重要なことは、金属化フィルム３の単位長
当りの分割電極１５群の合計面積について、本発明実施例と比較例とで互いに等しく設定
してある、換言すれば分割電極領域Ａ２の合計面積を等しく設定してあるという点である
。分割電極領域Ａ２の合計面積を一定に保ちながら、単位長当たりの絶縁スリット１４の
配列密度を異ならせることにより、非蒸着面積割合γを異ならせているのである。
【００７１】
　比較例についても上記同様の試験を行ったところ、扁平率０．７以上では静電容量変化
率において不良（×）の結果を得た。つまり、単位長当たりの絶縁スリット配列密度を一
定限度以下に抑えることにより、オイル残渣が充分に減少し、図９の過程を経て細長小判
状に扁平加工された金属化フィルム多層体９は、扁平化が進行するにつれて、金属化フィ
ルム巻回体４の内部におけるフィルム重なり部分の相対滑りがスムーズなものとなり、そ
の結果として、その内部の金属化フィルム巻回体４の部分にス（鬆）、しわ・歪や薄肉扁
平巻芯部２ａの屈折・屈曲などの不具合が発生しなかった。これをもって、扁平成形性に
優れ、高い耐電圧性能をもち（電圧印加時に静電容量の変化が少なく）、リプル電流時の
作動音の発生も抑制されたコンデンサ素子Ｃが得られるに至った。したがって、本発明に
よれば、比較例では未解決であった扁平加工性の劣化、耐電圧特性の劣化（静電容量減少
）およびリップル作動音の問題が解消されたのである。
【００７２】
　なお、上記の実施例以外に、例えば図１２に示すように、絶縁スリット１４の方向性を
斜行タイプにしてもよい。また、図１３に示すように、絶縁スリット１４をミュラー・リ
ヤー形（所定長さの線分の両端に内向きの矢羽根を有する形状）にしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は金属化フィルムコンデンサの構成部品として用いられ保安機構付きで高い扁平
性が要求されるコンデンサ素子において、絶縁スリット形成のためのマスキングオイルの
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オイル残渣に対して、扁平加工性・耐電圧特性を向上する技術として有用である。
【符号の説明】
【００７４】
　３（３Ｕ，３Ｌ）　金属化フィルム
　４　金属化フィルム巻回体
　９　金属化フィルム多層体
　１０　電極引出し部（メタリコン）
　１１　誘電体フィルム
　１２　金属蒸着電極
　１４　絶縁スリット
　１４ａ　細幅長尺スリット部
　１４ｂ　細幅短尺スリット部
　１５　分割電極
　１６　ヒューズ部
　１７　保安機構
　１８　絶縁マージン
　Ａ　蒸着エリア
　Ａ１（Ａ１ａ，Ａ１ｂ，Ａ１ｃ）　連続電極領域
　Ａ２（Ａ２ａ，Ａ２ｂ，Ａ２ｃ）　分割電極領域
　Ｂ　非蒸着エリア
　Ｃ　コンデンサ素子
　Ｘ　金属化フィルムの長さ方向
　Ｙ　金属化フィルムの幅方向

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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